
京都市ノメイガ類竹林被害緊急対策事業補助金交付要綱 

 

（令和８年３月２日施行） 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、物価高騰等の影響を踏まえ、タケノコを生産販売している農業者等を対象

に、シナチクノメイガをはじめノメイガ類による竹林被害の防除に必要な機械・機器等及び薬

剤の購入に係る経費に対する補助金の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例（以

下「条例」という。）及び同条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとす

る。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、各文言の定義は、次のとおりとする。 

⑴ 認定農業者 

農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１２条第１項に規定する農業経営

改善計画の認定を、以下のいずれかによって受けている者 

    ア 京都市長 

  イ 京都府知事 

  ウ 近畿農政局長 

  エ 農林水産大臣 

⑵ 認定新規就農者 

   農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１４条の４第１項に規定する青年

等就農計画の認定を受けている者 

⑶ 農業者団体 

農業者団体とは、構成員に農業者を３戸以上含み、規約を有し、代表者及び会計責任者を

定めており、所在地を京都市内に置く者 

 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）は、次の要件を

全て満たす者とする。 

 ⑴ 事業実績報告時点における認定農業者、認定新規就農者（過去に認定新規就農者となり、

経営開始資金（新規就農者育成総合対策実施要綱（令和４年３月２９日付け３経営第３１４

２号農林水産事務次官依命通知）別記２に規定の新規就農者に対して交付する資金）又は農

業次世代人材投資資金（経営開始型）（農業人材力強化総合支援事業実施要綱（平成２４年

４月６日付け２３経営第３５４３号農林水産事務次官依命通知）別記１に規定の新規就農者

に対して交付する資金）を受給しているため、農業経営改善計画の認定を受けられない者を

含む）もしくは農業者団体 

 ⑵ 補助金交付申請及び事業実績報告時点において、市内に所有権又は使用収益権（耕作を目

的とするものに限る）を有する竹林の面積が３０ａ以上の者。ただし、農業者団体について

は、団体構成員が市内に所有権又は使用収益権（耕作を目的とするものに限る）を有する竹



林の面積の合計が３０ａ以上の者 

２ 前項の規定にかかわらず、京都市暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団員等又は同

条第５号に規定する暴力団密接関係者は対象としない。 

 

（補助事業の内容） 

第４条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助事業」という。）及び補助金の交付対象とな

る経費（以下「補助対象経費」という。）は、別表１に掲げるもののうち、第１条の趣旨に沿

うものとして必要と認められるものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、補助金の交付対象とならない経費（以下「補助対象外経費」とい

う。）は、別表２に掲げるものとする。 

 

（補助事業の実施期間） 

第５条 事業の実施期間は、令和８年３月２日から令和９年１月３１日までとする。 

 

（補助金額等） 

第６条 補助金の額は、予算の範囲内において交付し、補助率は別表３のとおりとする。 

２ 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。 

３ 同じ補助事業で国、京都府、京都市等の別の補助金等（以下「国等の補助金」という。）の

交付を受けることはできない。 

 

（交付の申請） 

第７条 条例第９条の規定による補助金の申請は、交付申請書（第１号様式）に記載する必要な

書類を添えて、別に定める期間内に市長に提出しなければならない。ただし、申請は１補助対

象者につき１回に限る。 

２ 補助金の交付を申請しようとする者は、消費税法上の課税事業者である場合は、前項に

規定する補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税

に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費

税法（昭和63年法律第108号）及び地方税法（昭和25年法律第226号）に基づく仕入れに係

る消費税及び地方消費税として控除することができる部分の金額に補助対象経費に占める

補助金の額の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）を減額して申請しなければなら

ない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかで

ないものについては、この限りでない。 

 

（交付の決定） 

第８条 市長は、第７条の規定による申請があった場合において、補助金の交付の可否及び交付

予定額を決定し、条例第１２条に基づき、交付決定通知書（第２号様式）又は不交付決定通知

書（第３号様式）により通知するものとする。 

２ 前項の決定にあたり、補助対象者は、補助事業の内容が第１条の趣旨に沿うことの確認に対

して、協力しなければならない。 

３ 本市は、交付決定通知を行う場合において、必要に応じて条件を付することができるものと



する。 

 

（標準処理期間） 

第９条 市長は、第７条の規定による申請が到達してから６０日以内に前条第１項の決定を行う

ものとする。ただし、申請に不備がある場合、又は申請多数により条例第１０条各項の決定に

支障をきたすと判断される場合は、この限りでない。 

 

（変更等の承認の申請） 

第１０条 条例第１１条第１項第１号による補助事業等の内容又は経費の配分の変更に係る市長

等の承認の申請は、変更承認申請書（第４号様式）によって行うものとする。この場合の変更

交付決定通知は、第８条の交付決定通知書（第２号様式）を、変更交付決定通知書と読み替え

て申請者に通知する。 

２ 条例第１１条第１項第１号に規定するあらかじめ市長等の承認を受ける必要がない軽微な変

更は、次の各号に掲げるものとする。 

⑴ 補助目的に変更がなく、より効率的な補助目的の達成に役立つと考えられるもの 

⑵ 総事業費の変更が５分の１以内の増減で、かつ補助金額の変更が５分の１以内の減額であ

るもの 

 

（補助金の概算払） 

第１１条 条例第２１条第２項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは、概算払請

求書（第５号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 概算払の請求は、第８条により通知した補助金の交付予定額の３分の１以内の額についてす

ることができる。 

 

（中止又は廃止の承認申請） 

第１２条 条例第１１条第１項第２号に規定する補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき

は、あらかじめ中止・廃止承認申請書（第６号様式）を市長に提出し、市長の承認を得なけれ

ばならない。 

 

（実績報告） 

第１３条 補助対象者は、補助事業完了後、その日（交付決定前に補助事業が完了している場合

は交付決定日）から起算して３０日を経過した日又は令和９年２月２８日のいずれか早い日ま

でに、事業実績報告書（第７号様式）に記載する必要書類を添えて、市長に提出しなければな

らない。 

 

（補助金の額の確定） 

第１４条 市長は、前条による報告を受けた場合は、その内容を審査し、補助事業の成果が交付

決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められるときは、交付すべき補助金の額を確

定し、交付額決定通知書（第８号様式）により補助対象者に通知するものとする。 

 



（交付の取消し等） 

第１５条 市長は、補助対象者が条例第２２条第１項各号又は次の各号のいずれかに該当すると

きは、補助金の交付の決定を取り消し、交付額を変更し、又は既に交付した補助金の全部若し

くは一部の返還を命じることがある。 

⑴  補助事業完了までに、第３条に規定する補助対象者の要件を欠くに至ったとき 

⑵  この要綱の規定に違反したとき 

⑶  補助金の交付を受けた後に、同じ補助事業で国等の補助金の交付を受けたとき 

⑷   補助対象者が補助事業完了後、条例第３１条第１項に規定する財産を第１６条に規定す

る期間が経過する前に処分するとき 

２ 第１２条に規定する補助事業の廃止の申請があったときは、補助金の交付の決定を取り消

し、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることがある。 

 

（財産の処分の制限） 

第１６条 条例第３１条第１項ただし書きに規定する市長等が定める期間は、減価償却資産の耐

用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）及び補助事業等により取得し、又は効

用の増加した財産の処分制限期間（令和５年４月２６日経済産業省告示第６４号）に準じるも

のとする。 

２ 補助金の交付を受けた者が、前項に規定する期間が経過する前に、補助事業により取得し、

又は効用の増加した財産を処分する場合は、取得財産等処分承認申請書（第９号様式）に必要

な書類を添えて、市長に提出し、あらかじめ市長の承認を得なければならない。 

 

（補則） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、産業観光局農林

政策担当局長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和８年３月２日から施行する。 

 

  



別表１（第４条関係） 

補助事業 竹林のノメイガ類の防除に必要な機械・機器等及び薬剤の購入 

（補助対象例） 

１．機械・機器等の購入 

(1) 薬剤散布に必要な機械・機器等 

動力噴霧機、薬剤タンク、薬剤散布ノズル、防護服 等 

(2) 発生予察に資する機械・機器等 

   誘蛾灯、配電盤（誘蛾灯等の設置に必要な最小限のもの） 等 

２．薬剤の購入 

エスマルクＤＦ（ただし、事業実施期間中にノメイガ類防除を目的とし

てタケノコへ使用可能な農薬の登録適用が拡大された場合は、この限りで

ない。） 

補助対象経費 

（税抜き） 

機械・機器等及び薬剤の購入費等(所有権又は使用収益権を有する竹林面

積等に応じた、適正な性能・数量に限る。)  

ただし、機械・機器等の購入に係る経費が１０万円以上である場合は、価

格比較による事業費の低減に努めることとし、２者以上の業者から徴収した

見積書等の比較により契約決定された価格を補助対象経費とする。（やむを

得ない事情により複数の業者から見積書を徴収することが難しい場合を除

く。） 

また、本事業により購入する機械・機器が中古の場合は、当該機械・機器

の残耐用年数がおおむね３年以上であること。 



別表２（第４条関係） 

補助対象外経費 

運搬用トラック、フォークリフト、バッテリーなど、ノメイガ類の防除以外の用途に容易に

供される汎用性の高い機械・機器等の購入経費 

機械・機器等の設置場所外における地盤工事等の外構工事 

 

別表３（第６条関係） 

区分 補助率 補助上限額 

第３条第１項に掲げる者 
５分の４ 

以内 
なし※ 

※ 所有権又は使用収益権を有する竹林面積等に応じた、適正な性能・数量に限る。 

 


